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地震予知と「成熟した社会」

泊次郎

なぜ、いい加減な地震予知情報が出回るのか5.1

5.1.1 地震予知情報の実例

まず、地震予知情報がとりあげられた実例をいくっか紹介しよう。とく

に、 2000年夏には、多くの地震情報が週刊誌をにぎわした。それもセンセ

ーショナリズムを売り物にする週刊誌がとりあげただけではなく、「週刊朝

日」でも「地震予報への道」シリーズが始まった。また「朝日新聞」(2001

年3月29日付朝刊)では、岡山理科大のホームページで、1過間前に芸予

地震の発生を予想してぃたこと力絲召介された。また、鳥取県が岡山理科大の

プロジェクトに基づいて、近く U6級の地震の可能性があるとして警戒本

部を設けたことも報じた(「朝日新聞」 2001年6月2日付朝刊)。ただし、

このときには、地震予知連絡会副会長の「地震予知は簡単ではなく、学問的

に定式化されてぃない」というコメントも同時に掲載し、世の中の誤解を解

くようには努めた。

5.1.2 地震予知に高まる期待

専門家は地震予知が難しいということを明確に述べないために、地震予知

にっいての誤解が生じ、地震予知は実現できるという過大な期待が存在する
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,とが問題だ。また行政が、厳戒体制をとるなどの体制に迫られる場合もあ
専門家は地震予知こそ地震防災の切り札だと思い込んでいるが、実際にる。

第4章で示されたように、地震防災には予防対策、事前対策などのさまは、

ざまのレベルがあり、迫前予知はその・ーつにすぎない。

にもかかわらず、地震予知に対する期待は依然として高い。たとえぱ、科
4000 人近い科学学技術庁が技術予測による地震予知の実現時期にっいて、

第 1 回調査(1971年)技術の専門家にたずねたデルファイ式調査によれぱ、

から第7回調査(20侃年)のいずれにおいても、 U6以上の地震予知は、

20~25年後には実現可能と予測している。同時に、それが社会にとってど

の程度必要度の高い技術かにっいても聞いているが、地震予知は母回トツプ

クラスに位置してぃる。実現できないのに期待度か高いという'冒、味では、核
融合に大変似ている。

また、「地震に関する世論調査」(内閣総理大臣官房室、平成7年)におい

て、地震予知にっいての項目では、阪神・淡路大震災画後の調査にもかかわ

らず、「すべての地震の予知が可能である」(4%) rU7以上の大地震は予

知が可能」(12.8%)となり、「予知が可能」とする人が約 17%存在する0

5 地震予知と「成熟した社会」

5.1.3 地震学者の責任

なぜ地震予知に対する期待が高まり、明るい見通しが浸透してきたかと言

えぱ、私は、地震学者の責任が一番大きいと思う。

日本における第1次の地震予知研究は1965年にスタートしたが、その研

究のもとになった、いわゆる「ブループリント」と呼ぱれる計画が1962年

に発表され、「10年後には、十分な信*頁性を持って地震警報が出せるだろ

う」との明るい見通しが語られた。ここから岨齢がスタートしたと言える0

ただし日本の地震学者だけに責任があるわけではなく、当時、ショルツ理

論が発表され、地震予知の理論的根拠として注目されるなど、海外でも同様

の期待が高まってぃた。また旧ソ連でラドンガスの研究が進んだり、 1975

年の中国.海城地震では住民を避難させることに成功し、地震予知に成功し

たと喧伝された。このように当時は、世界的に地震予知のブームであり、そ

の中で始まった地震予知計画は、非常に明るい見通しを語り続けた。
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しかし世界的には地震予知熱はまもなく下火になったが、日本では 1978

年に、東海地震の予知を前提にした「大規模地震対策特別措置法(大震法)」

が制定されたために、地震予知への期待がずっと続いてきた。前の地震予知

連絡会の会長の茂木さんは、「地震学者は法律を作ることには慎重だったが、

気象庁力阿金引に地震予知ができると言った」と主張している。しかし前任の

会長だった浅田さんは、「地殻変動連続観測計器を設置すれぱ、東海地震が

発生する数時間前には、必ず何かの、それもかなり大きな前兆がとらえられ

る」と非常に明るい見通しを語っている。地震学者のかなり多くも地震予知

ができると期待してぃたから、こういう法律ができたと言えよう。

その結果、政府が行う毎年秋の防災司噛東では、観測データに異常が現れ、

気象庁に判定会が召集されるという、地震予知ができるとの前提での司!1練か

行われるようになった。またそれにより、地震予知ができるという、一般市

民へのすりこみ効果が非常に大きくなった。さらに、東海地震の予知ができ

るとの前提に立ったために、東海J也震以外にも予知できるという意識につな

がったと思う。そういうことの積み重ねの中で、「地震予会山と「地震防災」

がほぽ同義語に近い状況になってしまった。

その後、地震予知の研究を続けてみても、前兆現象をとらえることは非常

に難しかったり、前兆現象の現れ方が非常に複雑で、地震予知も簡単ではな

いことが半リ明してきた。その後、地震学者の中では、「中期予知」「長期予

知」も含めて「予会山でひっくるめてしまったのも問題だった。

1995年の阪神・淡路大震災は予知できなかったために地震学者は社会の

非難を浴び、東海地震以外は地震予知は難しいことを表明すべきという認識

も広まってきた。しかしまた最近は反省意識が薄れて、地震予知に期待を持

たせる発言をする人が増えてきた。そうした匝U朝が、冒頭に紹介した報道の

乱発につながっているのではないかと思う。

^

ジャーナリズムの責任5.1.4

地震学者の楽観的な見通しを増幅1、たジャーナリズムの責任も非常に大き

い。そういう論調の新聞記事が出ると、人々の地震予知への期待が高まるの

は当然だ。新聞は、科学技術情報を紹介するに当たって、それがどういう忌
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味があるかを説明する必要があるが、地球科学の研九は地震予知の研九に攸
多用されたきらいという説明は非常に単純明快で力かりやすいために、立つ

がある。

ズムの構造的な問題もある。地震予知にっいてある程度また、ジャー十リ

長く取材してぃると、そんなに予知は簡単ではないことはわかってくるが、
くぃ。私はかなり努力して、進展がない後ろ向きの話題はニュースになりに

地震予知が困難な現状を書くようにしたが、なかなか大きくは扱ってょ
し、

またそれと裏腹の問題として、売らんかな主義がある。タくの人が関心を
を書いても売れるという抱いてぃるテーマだけに、どんないいかげんなこと

という予測もあれぱ、現実がある。東海地震にっいても、数年以内に起こる
当面は起こらないという研究もされているが、後旨の記事はインパクトがよ
く、数年以内に生じる可能性にっいてセンセーショナルι」白くほうが人こ
つきやすぃ。そうぃうジャー十りズムの構造的な問遉は大きい0

5.1.5 防災りテラシー、合理的・科学的思、考の不足

一般の人の防災りテまた地震学者やジャー十りストだけの貝任ではなく、
と思う。いいかげんな地震情報がまかり通るのは、合理ラシーの問題もある

的、科学的思考の不足が大きな原因だろう。実際、地震にっいてのに信、
話か'いまだに非常に多い。

「地震では火事が怖い」という神話だ。先の「地震に関するそのーつは、

世論調査」(平成7年)でも、阪神・淡路大震久のような都市直下'の地震
一番心迺ιなこととしては「住宅密集地の火災」(69.8%)が起こった場合、

がトップを占めてぃる。すなわち、地震=火災と受け止められ、火火への対
応が自治体の防災計画の基本になってぃる。これは私1」言わせれはL信で
り、関東大震災がそうであったからにすぎない。実際には、地震はそれ、

淡路大震災でも火事で亡くなった人は500人以下であ様相が異なる。阪神

り、大多数は倒壊した住宅の下敷きとなって亡くなっている0
という言い方また、よく建物が「関東大震災レベルの地震に耐えられる」

をされるが、関東大震災は何をさすのかがあいまいなままにょっている0
、^
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れはじっは、関東大震災が発生した当時、震源から50km も跳れた、本郷

の東京大学での揺れを指しているが、それを知る人はほとんどいない。一番

揺れがひどかったのは鎌倉や横浜だが、それを想定しているわけではない。

さらに「削'えられる」という表記の問題もある。建築の専門家は、「家が

倒れて下敷きになることはない」という意味で使っている。しかし建物自体

は使い物にならなくなる可能性も十分ある。神戸では、「関東大震災にも耐

えられる」という名目で購入したマンションをなぜ建て替えなけれぱならな

いのかと、ずいぶん問題になった。

なぜこのように防災りテラシーが低いかと言えぱ、やはりよく吾われるよ

うに理科教育がお粗末だからだろう。毎午9打の防災司畔束は避難司噛東だけで

終わってしまう。地球科学の授業をちゃんと行う中学校は少ないし、高校で

もほとんど教えられていない。そこで、自然災害に知識のないまま社会人に

なるケースが圧伊伯勺に多い。

5.2 地震予知にどれだけメリットがあるか

地震予知についての科学的検証の必要性5.2.1

多くの人は地震予知に期待を抱いているが、そもそも地震予知にどれだけ

のメリットがあるかを考えてみるべきだろう。地震予知のメリットについ

^

て、少なくともこれまでは十分な科学的検討'が行われてこなかった。

米国科学アカデミーは 1975年に「Earthquake prediction and public

P0ⅡCy」という報告書の中で、当時の地震予知に対する明るい見通しを'、ま

えて、やがて地震予知は可能になると予測し、それらをいかに防災に役立て

られるか、またどのよラな問題を派生させるかについて今から検副'しておく

ことが重要だと提言している。具体的には、警報の発令、予測のもたらすメ

リットとデメリット、公平性、法的・経済的な問題などについて十分な検討、

が必要としている。日本では、すでに述べたように、 1978年に大震法(大

規模地震対策特別措置法)が制定されたが、こうした議論はほとんどなく、

二
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予知の可能性と警報時のバニツ

5.2.2 地震予知の不確実性

一番重要な視点は、地地震予知のメリットがあるかどうかを考えるなie、
とを前提に作ら

震予知の不確実性だと思う。大震法は、地震予知ができるこ
れてぃるが、国会で気象庁は「空振りはしても見逃しはしょい」と二"し
いる。この答弁が、法律化の根拠となった。当時も「=振り」は問題とよっ
たが、深くは追求されなかった。その後、戊木'判疋工云長が、警戒宣言よ
りもっとゆるやかな注意報を導入することを提言したか、気象庁、国土丁ι
受け入れず、判定会会長力括對壬する騒ぎになった0

しかし私は、「見逃し」問題が浮上したほうが深刻だと心う0日は、大
な前兆が現れると期待してぃたが、その後の研ブιで、大きょ前兆見象1 、
ない可能性があることがわかってきた。そこで1998年に気象庁は判疋工

従来より一桁低い精度で召集することができるようにな招集基準を改定し、
そうではなつた。その根拠として、予知の精度が上がったと強調されたが、

<、前兆変化が非常に小さい可能性があるという深刻な事'が判月しこ'
だ。しかしジャーナリズムは、気象庁の説明を鵜呑みにして、観測精度が゜
上したと報道してしまった。それは一面では事実ではあるが、他方、予 Uこ
明るい見通しができたと受け止められてしまったという副産物J生んだ0

5.2.3 前兆と警戒宣言

前兆らしいものはとらえられない可お劉生が大きい現在の観測体制では、

らえられたとしても警戒宣言は出せるのか、という問題もが、もしそれがと

ある。現状では、予知は確実にできるという前ま正で言戒宣言を出すしこ
すなわち、地域なってぃるので、驚戒宣言は戒厳令的な性格を持っている0

の経済活動.交通はいっさいストップし、津波'山崩れよどの危険・'こ'
む60万人もの人たちが数日間、屋外でのテント生活を愈いられるが、

そもそも警戒宣言を発令する以前に、判定会が招集されたが可能かどうか。

だけで大騒ぎになるだろうが、そのときの対応もほとんど考之られてょ
い。さらに自らの情報に基づく判断で、指令に従わない人もクよくよいと,い

クの問題だけが論議されていた。

5 地震予知と「成熟した社会」 91
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われるが、そういう人をどうするのか、という問題もある。

もっと重大なのは、警戒宣言を発令することによる経済的影料だろう。

1994年に日本総合研究所が行った試算によれぱ、いったん警戒宣言を出す

と、 1日当たりの損害額は 7100億円にものぼるという。先日内閣府が出し

た数字は 3500億円であり、大きな開きがあるが、これは強化地域だけの影

響を取り上げ、首都圈全域には波及しないという前提だからだ。しかしそれ

は現実的ではなく、実際には警戒宣言が発令されれぱ、学校の休校、会社の

早退なども含め、首都圏にもかなりの影響が出ることが予想される。しか

も、警戒宣言の範囲がこの春から非常に広か'つているから、さらに影響が広

域化することが懸念される。予知が的中すれぱまだしも、「空振り」だった

場合の損害は誰がネ削賞するのか、という問題もある。

地震予知ができた場合のメリット5.2.4

では地震予知ができた場合、どのようなメリットがあるかについて、大雑

把に数字で検証してみたい。静岡県の東海地震第三次被害想定では、予知か

できた場合とできなかった場合に、経済的損害にどの程度の差があるかを算

出している。

迫接的被害では、予知できなかった場合約20兆8000憶円、できた場合約

18兆7000億円であり、問接的被害では、予知できなかった場合約5兆3000

億円、できた場合約4兆6000億円で、総計すると、予知できなかった場合

約26兆円、できた場合約23兆3000イ意円となり、約1割経済的損失が軽減

されるという結果になる。両者の差の約8割は直接被害であり、予知すると

火災が生じにくいことが理由となっている。すなわち大地震の場合、地震予

知ができてもできなくても、建物の倒壊、津波の発生などの事態は避けられ

ないが、延焼火災の減少効果が期待できると言える。

直接的被害

間接的被害

計

約 20 兆8000億円

予知なし

約 5兆3000億円

約26兆円

約 18 兆 7000イ意円

予知あり

約 4兆6000億円

約 23兆3000億円
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地震予知の有無による経済的損失の差に比べると、人的被害は差が大き

い。総計で最も死者が多い冬の午前5時の時間帯で比べると、予知なしでは

5851人の死者が出るのに対して、予知ありでは 1470 人であり、両者の差は

約"00人となる。しかし、差の約8割は、建物の倒壊による死者であり、
倒壊する建物を減らせぱ、予知の有無にかかわりなく死者を軽減できると心
われる。

5.2.5 地震予知のマイナス効果

一方、地震予知のマイナス効果もある。そのーつは、地震予知の可能性に

期待するあまり予防対策が軽視される傾向が強まったことである。静岡尿の

場合、 2000年度までに 1兆4000億円をかけてさまざまな対策を講じた。従

来は警戒宣言発令に伴って、いかに避難をスムースに進めるかを主眼にして

おり、そのための放送設備、避難道路、避難広場などの整備に重点が置かれ

た。その結果、1981年基準以前に建てられた公共建築や個人住宅の耐震補

強はあまり進めてこなかった。たとえぱ学校の耐震化も、校舎の半分ですま

せてきた。地震予知ができるために授業中の児童は避難させられるが、地震

の後、なるべく早い授業再開のために二部授業を想定していたからだ。その

結果、学校の耐震化にっいては、東京、神奈川と比べて遅れてしまった0 公

共建物にしても、学校と同じような現象が見られた。

その後、静岡県は阪神・淡路大震災以後、地震予知ができず突発的に地震

が起こる事態を前提にした対策に力点をおくようになった。たとえぱ、 2001

年から「TOUKAI-0」プロジェクトをスタートさせ、約60万棟の古い木ie

住宅の健康診断.補強をめざし、補強家屋には30万円を補助することとし

た。仮に約半分の30万棟の老朽家屋に補強費用1棟当たり200万円を補助

したとしても、 6000億円ですむ。最初から家屋の補強に対策費を投じたほ

うがはるかに効果的だったのではないかという気がする。

いずれにしても、地震予知はそれほど期待するメリットは大きくないとい

ことを、再検討すべきではないだろうか。

5 地震予知と「成熟した社会」 93t
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5.3 リスクと「成熟した社会」

5.3.1

「成熟した社会」とは、私なりに定義してみると、インフラや制度面なと

は別にして、社会の構成員の防災意識レベルにおいて、各個人が多様な価値

観を認め合い、それぞれのりスクに応じて主体的な行動ができる社会のイメ

ージだ。そして、そういう社会に向けての流れは出てきているように思う。

とくに最近は、自然災害防止の新しい流れとして、それぞれの地域の危険

情報の開示力坏責極的に行われるようになってきた。従来は、危険な情報を開

示すればパニックの原因になるとして、行政はアセスメントをしなかった

自然災害防止の新しい流れ

り、公表することに消極的だったりした。しかし最近は、大きな時代の流れ

としての新自由主義的な考え方がべースになり、災害対策についても、 f自

助」「共助」「公助」が重視されるようになった。ただしそこには、社会的な

弱者をどうするのかという問題が未解決だ。また、長期的な災害対策こそ重

要であるとの認識も広まってきた。

具体的には以下のように、危険情報の開示が行われている。

①都市圏活断層図

阪神・淡路大震災の翌年から、国土地理院は都市圈活断層図を発行するよ

^

うになった。これは活断層がどこを通っているかを 2万5000分の 1の地

図に表示したものだ。

②洪水ハザードマッフ゜

2001年7月に水防法が改正され、市町村長には浸水予定地域の指定が義

務付けられるようになった。すでに 200近い市町村が洪水ハザードマッフ

を作成し、公表している(図 5.1)。

③士砂災害防止法

さらに、 20侃年4月には、士砂災害防止法が制定され、都道府県知事は、

「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」を指定することが義務づけ

られた。また住民にそれを周知徹底し、避難体制を整備するとともに、特
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図5.1 新宿区洪水ハザードマップ(新宿区のホームページから)

別警戒区域での建築に特別の許可を必要とすることとなった0

④耐震性能等級制度の導入

また、2000年に建築基準法が改正され、建築の耐震性ル等級制度も、チ入
これにより、建物の性能を3段階に分けて表示することができるされた。

ようになった。将来的には、個々の建物の耐震性能表示を義務づけるべき
だとの意見も出ている。

⑤火山ハザードマップ
ソプが作成された。有珠山、三宅島の噴火を契機に、各火山のハザードマ

マップが作成されつつ富士山もいつ噴火してもおかしくない火山のため、

ある。(図 5.2)

⑥横浜市の地震(動)マップ(20侃年7月)
例えぱ関東大震災規模の地震が発生したキ勿合、

したもので、自分の家がどの程度揺れるかがよ

も、震度5から震度7 まで地域差がある。(図5
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h

溶岩流の可能性マップ(中央防災会議資料から)

溶岩流が到達する可能性のある範囲について、溶岩流がもっとも早く到達する場

合の時間でしめしたもの。大中それぞれの規模の噴火の防災ドリルマップをもと

に作成。
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⑦地震発生危険度の評価

地震調査研究推進本部・地震調査委員会は、全国98の活断層、九っの海
域を調査し、それぞれが大地震を起こす可能性がどれだけ大きいかを確率
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、貧委員会が確率を発表した主な断層
a医,

フィリビン海プレート

本亜実ノTh.AM

で表して順次公表している(図5.4)。最大の目的は、それぞれの地方白

治体に、地域でどの程度の地震が生じる可能性があるかを明示することに

よって、地域の実情に応じた地震対策を促進させるのがねらいだ。最終目

標は全国の地震動予測マップの作成である。それに基づいて、全国的な地

震対策の立案、耐震基準の整備などが求められる。

0.2~0.8

図5.4 地震列島ここが心配マップ(朝日新聞社提供)

東南海地震

伍舟

征^

危険情報は生かされているか5.3.2

帯や地震

^四

残念ながら、こうした危険情報は、まだあまり生かされていない。ハザー

ドマップが公表されても、士地の価格には影粋していないし、危険な地域て

も住宅口ーンや保険料の料率の変更はない。東海地震が想定される静岡で企

業立地が減少することもなく、浜岡原子力発電所も増設されている。また糸

魚川一静岡構造線は日本で最も危険な断層だが、ここでも防災対策は進んで

今後3吽以内1こ地震予想される地震の
規模(マグニチユード)が起こる確率

^中央防災会議が対策を考えている地震
^地震調査委員会が危険度評価の対黛

にしている98の断層帯
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一方で、火山ハザードマップは続々と作成され、活断層図はよく冗れてい

る。横須賀市、西宮市など、活断層の上の建物に対する行政殆導を進める自

治体も出てきてぃる。京都では、活断層の上に建てられたマンシヨンをめく
つて、訴訟にもなっている。

では、どうして危険情報が有効に生かされないのだろうか。輪的ι」言え

ば、災害の軽減に結びっける方法が示されていないことが大きな理由だ0 確

率にっいての考え方がわかηにくく、なかなか浸透しないという事愉もあ
る。社会全体として、長期的・不確実なりスクにどう対応すべきかの考え方
が確立していない。

5.3.3 「成熟した社会」をめざすには

最後に、成熟した社会をめざすための私見を述べて、まとめとしたい0 何
よりも、危険情報開示の流れを推進していくことが肝要だ。しかしまだ"抵

抗勢力"も根強い。危険情報だけではなく、対応策も同時に示すべきだとす
る昔ながらの正論がいまだに支配的だが、まず、危険情報を示さなければ始

まらない。むしろ対応策を同時に示すべきだという意見は、危険情報を開示

しないための方便にすぎないことが多い。そういう現状の流れを変えていく

必要がある。

また長期的、不確実なりスクにどう対応すべきかの研究も推進する必要か

ある。同時に、防災りテラシーの向上もはかっていかなけれぱならない0 静

岡県の調査で、住宅の耐震補強をしない理由を尋ねたところ、「お金がかか

るから」という理由ではなく、約6割は「東海地震が起きれぱ、どうせ家は

耐震補強してもつぶれる」と回答している。

こうぃう意識を変えてぃくためにも、地震予知に頼らなくても防火対策か

できることを実証し、個人の住宅や地域全体の耐震性を高めて、「逃げなく

てもすむまちづくり」をしてぃかなければならないだろう。それにより、日

本人の災害観を変えることが何よりも重要であると思う0

5 地震予知と「成熟した社会」 99
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